
ハラスメント等に関する苦情の申出・相談の流れ 
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被害を訴える者の意思を尊重しながら 

今後の対応方針を決定 

 

⑩ハラスメント有無の認定 

救済措置または環境改善措置案の作成 
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部局長・事務局総務課長 

理事長（学長） 

④直ちに報告 
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⑤相談者の希望に基づき 

相談者との調整 

 

⑤相談者の希望に基づき 

相手方との調整 

⑥調整結果の報告等 

②直ちに報告 

⑦報告結果等を踏まえハラスメント等防止委員会の招集可否決定 
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※必要に応じ緊急措置命令 
救済措置または環境改善
措置の指示 

 

⑬懲戒の手続 
救済措置または環境改善措置の指示 

副理事長・副学長 


